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「知的財産権利用届出書」記載要領 

 

  (注１) ： 種類については、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、品種登録者 

         の権利、著作権又はノウハウのうち、該当するものを記載する。 

 

  (注２) ： 番号については、当該種類に係る設定登録番号又は設定登録の出願若しくは申 

       請番号、ノウハウの管理番号を記載する。 

 

  (注３) ： (1) 発明、考案又は意匠については、当該発明、考案、意匠に係る物品の名称 

 

           (2) 回路配置については、回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及 

           び当該半導体集積回路の分類（構造、技術、機能） 

 

           (3) 植物体の品種にあっては、農林水産植物の種類（属、種、亜種）、出願品 

      種の名称 

 

           (4) プログラム等又はノウハウにあっては、技術上の成果の名称 

 

該当する（１）～（４）の事項を記載する。 

 

  (注４) ： 自己又は第三者のいずれかを○で囲む。 
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２．ＮＥＤＯ委託事業における研究成果の発信について 
 

ＮＥＤＯの委託事業は公費を財源としているため、その成果について広く一般に高い関心をもた

れています。ＮＥＤＯとしても積極的に成果の発信を行うことにより、この社会的要請に応えてい

るところです。 

このことから、ＮＥＤＯにおいても委託事業の成果の把握を行う必要があるため、当該事業の成

果を発表又は公開する場合（約款第２６条）、及び当該事業の成果を利用して事業化・製品化する場

合（約款第２７条）は、事前にＮＥＤＯに報告するよう規定しています。報告様式はございません

が、以下について、ＮＥＤＯ担当部までメールにてご連絡ください。 

・NEDO 担当部署名（終了事業の場合は、当時の担当部署名）、契約件名、契約管理番号 

・成果発表種別（学会発表、論文発表、製品・事業化等のプレス発表） 

・発表内容（５０字程度） 

・所属、役職、氏名及びフリガナ、連絡先 

 

また、ＮＥＤＯ事業の成果の報道への公開、学会又は論文等での発表や、当該事業の成果を利用

した事業化・製品化等を広く発信していきたいと考えております。つきましては、以下の点にご留

意の上、積極的に情報発信していただきますようお願いいたします。 

 

（1）ニュースリリース、特許出願、論文等の発表について 

ニュースリリースとは、報道（新聞・ＴＶ・雑誌等）を含めた社会一般に組織として公式に情報

を発信することです。 
ＮＥＤＯの委託業務の成果が含まれる内容について、ニュースリリース等対外発表を行う場合に

は、必ず事前にＮＥＤＯ担当部までご連絡下さい。より効果的な情報発信となるようにＮＥＤＯか

らアドバイスできることもありますので、時間に余裕を持ってＮＥＤＯ担当部までご相談下さい。 

ＮＥＤＯと共同で発信することでさらに効果を高められるような場合には、共同で実施する場合

もあります。（必ずしも共同で実施するものではありません。） 

ＮＥＤＯ担当部と相談の結果、委託先のみで行うことになった場合は、下記記載例のように、Ｎ

ＥＤＯの成果が含まれていることをニュースリリースの主要な部分への記載をお願いいたします。 

また、産業財産権に係わる出願及び学会・論文発表等についても、契約約款に基づき、NEDO委託

業務の結果得られたものであることの明示をお願いします（約款第２６条、第３２条）。 

 

＜記載例＞ 

日本語 

「この成果は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の委託業務の

結果得られたものです。」 

 

英語 
This [paper, article, presentation, etc.] is based on results obtained from a project 

commissioned by the New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO). 

 ※ ［ ］内は発表内容に応じて変更 

 

また、ニュースリリースの報告があった場合には、内容によりＮＥＤＯホームページ上でも「プ

ロジェクト実施者の対外発表記事」としてリンク等により紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．中間年報および成果報告書 
 

委託研究等によって得られた成果は一般に公開します。委託先は公開用の成果報告書を作成し

委託業務の完了した日の翌日から６０日以内にＮＥＤＯに提出してください。また、複数年度契

約における中間年度末（最終年度以外の年度末）には､成果報告書に代わり、年度末基準日（3月末

日）までに「中間年報」を提出して頂きます。「中間年報」は成果報告書と同様に取り扱い、NEDO
ホームページの成果報告書データベースにて公開します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

成果報告書（および中間年報）は全て電子ファイルで提出して頂くことになっています。詳細は

NEDOのホームページ（下記）に掲載されている、 成果報告書・中間年報の電子ファイル提出の

手引き」を参照ください。 

「ＮＥＤＯの事業・支援制度をご利用の方」→「委託事業者の手続き」→「マニュアル・資料」

→「５. 成果報告書・中間年報の電子ファイル提出の手引き」 

http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual.html 

から「成果報告書・中間年報の電子ファイル提出の手引き」 
 

成果報告書および中間年報に関する提出物は以下の通りです。 

成果物の種類 提出物、提出する電子ファイル  

成果報告書 成果報告届出書（紙媒体）※１ 

CD-R（下記の３つのファイルのみを保存） １部（※２） 

・成果報告書のPDFファイル 

・和文要約書のテキストファイル 

・英文要約書のテキストファイル 

中間年報 中間年報届出書（紙媒体）※１ 

CD-R（下記の２つのファイルのみを保存） １部（※２） 

・中間年報のPDFファイル 

・英文要約書のテキストファイル 

（中間年報では和文要約書は不要です） 

 

※１ 届出書別紙については、紙媒体による提出は不要です。 

※２ 事業によっては２部以上ご提出頂く場合がありますので、契約書等でご確認ください。 

報告書 
（CD-R） 

作 成 

届出書 

【ＮＥＤＯ】 【委 託 先】 

提 出 

【広 報 部】 【担 当 部】 

 

受 領 

・ 

内容確認 
 

最終確認 

NEDO
成果 
報告書 

DB 

公 開 
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＜索 引＞ 

 

 キーワード 頁 

１ １契約２００万円 ４ ７７ １６０ 

い 委員会 ７ ２４ ２５ ２８ ４５、５２ ５３ ７０ ７６ １３０ １３５～１３７ １５９ １６１ 

い 委員謝金 ７ １３５ １６１ 

お 押印 ３７ ３９ ４０ １１４ １１６ 

か 会社再編 ５２ ５３ ５７ ５８ 

か 確定検査 ２ ７ １１ １２ １８ １９ ９４ １３６ １４９ １５４ １５５ １６２ １７２ １７４～１７６ 

か 為替差損 ７０ 

か 為替レート ７３ 

か 管理職 ９０ １１１ １１４ １２４ １５８ １６０ 

が 概算払 ２ ７ １１ １３ １８ １７２～１８２ 

が 外注 ３ ４ ６ １９ ４１ ４２ ４４ ７３ ７４ ７７ ８２ ８３ １２８ １３２ １３４ １３６ １３７ １６１

１６６ １９０ 

が 学会 ４５ ７０ ７６ ９０ ９４ １２９ １３６ ２２１ ２２２ 

き 機械装置等 ５ ４１ ４２ ４４ ６８ ６９ ７３ ７４ ７７ ８２～８４ ８６ １３２ １３６ １６０ １６２ 

１６５～１６８ １９０ 

き 共同研究 ３ １４ １５ １７ ２９ ３０ ６１ １３６ １４９ １５８ １６１ １８６ １８７ １９２ １９７ 

き 共同実施 ３ １５ ２２ ２３ ２５ ３０ ３１ ４４ ４６ ５２ ６８ １２９ １４８ １４９ １５８ １６１ １６７ 

ぎ 技術研究組合 ７ １６ ４５ ４６ ７８ １４２ １４３ １９９ ２００ 

ぎ 業務管理者 ３ ５ ２５ ３９ ４０ ５２ ９４ １１４ １１６ １２９ １３６ 

ぎ 業務実施者 ３ ２５ ５２ ５３ ９０ １１４ １２９ 

く クレジットカード ７１ 

け 継続事業 ４ ３８ 

け 経費発生調書 ３ ２５ ６８ ７８ １１６ １２９ １４８ １４９ １５５～１５９ １６２ １６６～１６８ １７３ １７４ 

け 経理責任者 ３ ５ ２５ ５２ １１６ １５９ １６０ 

け 検査 ２ ３ ５ ７ １１ １２ １５～２０ ２５ ３８ ４４ ５３ ５７ ７０～７１ ７５ ７７ ８２ ９１ 

９４～９５ １０５ １１４ １２８～１３１ １３６ １４９ １５４～１６９ １７２ １７４～１７６ １８９ 

１９２～１９４ １９８ 

け 検収ベース ６８ ６９ １３０ １６２ １６７ １６８ 

け 健保等級 ５ ４３ ９０ ９３ ９６～１０６ １１６ １５８ １６０ １６５ 

こ 光熱水料 ４１ ４２ ４４ ６９ １３３ １５８ １６５ 

さ 再委託 ３ ７ １１ １５ １９ ２２～２５ ２７ ２９～３１ ４４ ４６ ５２～５４ ５７ ６８ ７０ ７３ ９１

１２９ １３２ １３６ １４８～１４９ １５４ １５８ １６１ １６７ １７６ １９７ 

さ 裁量労働制 ９３ １１０ １１４ １２４ １５８ 

さ 産業財産権出願通知書 ２００ ２０１ ２１０ ２１６ 

ざ 残業 ９０ １０７ １０８ １１０ １１１ １１４ １６０ 

し 試作品 ８３ １９０ 

し 資産 ２ ５ ７ １０ ４１ ４３ ７３ ７４ ８２～８４ １３１ １５４ １５６ １６０ １６８ １８６～２１８ 

し 支払ベース ６８ ６９ １３４ １６２ １６７ 

し 出向者 ５ ９４ ９６ １０２ １１３ １４３ １５８ １６０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）ＮＥＤＯシンボルマークの使用について 

委託事業の研究成果の事業化・製品化について発表又は公開する場合は、特段の理由がある場合

を除いて、記載例を参考として、ＮＥＤＯの委託を受けたものであることを明示することとなって

おります。なお、その場合にはＮＥＤＯの了解を得てＮＥＤＯのシンボルマークを使用することが

できます（参考：約款第２７条）。 

＜記載例＞ 

「これは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の委託業務の

成果を（一部）活用しています。」 

 

○ＮＥＤＯシンボルマーク 

 
 

シンボルマークを使用する際は、以下のＮＥＤＯウェブページより手続してください。 

ウェブページアドレス（シンボルマークの使用について） 

http://www.nedo.go.jp/introducing/symbol_index.html 

 

 

（3）ＮＥＤＯ側の担当者がわからない場合の窓口について 

上記内容をＮＥＤＯに連絡するにあたり、プロジェクト終了後数年経っているなどでＮＥＤＯ側

の連絡先が分からない場合は、下記の手順でＮＥＤＯまでご報告ください。 

 

①ＮＥＤＯ ＷＥＢページ右上にあるサイト内検索で『ヘルプデスク』を入力し検索。 

②一覧の中から『ＮＥＤＯ:委託事業の手続き:お問い合わせ』に移動（下図参照） 

 
  http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/help.html 

 

 ③メールフォームに移動し、必要事項を記載し送信。 

フォームの「ご質問内容」欄に必ず以下を記載の上で送信してください。 

・NEDO 担当部署名（終了事業の場合は当時の担当部署名）、契約件名、契約管理番号 

・成果発表種別（学会発表、論文発表、製品・事業化等のプレス発表） 

・発表内容（50字程度） 

・所属、役職、氏名及びフリガナ、連絡先 

こちらのメール

フォームに必要

事項を記載し送

信 
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